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令和４年度 札幌市北３条広場管理業務計画書 

 

１ 総括的事項に関する取組 

  

（１）管理運営業務の基本方針、事業目標 

 札幌駅前通まちづくり株式会社（以下「当社」という）は、駅前通地区の魅力を創出・

発信し、地域価値の維持・向上を図ることを目的に、沿道地権者等により設立されたまち

づくり会社であり、事業を通じて得られた収益を駅前通地区及び都心全体のまちづくり活

動に還元することで、さらなる魅力発信・にぎわい創出の循環を生み出すことを理念とし

ています。 

 札幌市北３条広場（以下「当施設」という）は、札幌市の行政計画である「都心まちづ

くり計画」では、「うけつぎの軸」として位置づけられています。当該計画では、「札幌の

都市形成を支えた歴史的価値を継承し、新たな魅力の創出による都心の発展を、将来に、

また東方向へつなげていく」通りの形成が目標にかかげられており、「当施設」を含む道庁

周辺エリアにおいては、「うけつぎの軸」の基点として道庁赤れんが庁舎の集客交流資源と

しての質を高めることを目指しています。また、「さっぽろ都心まちづくり戦略」において

も、市民活動や交流を創出する場、人々の回遊を生み出す拠点となる空間等として位置づ

けられている重要な場です。 

 また「当施設」は、運営の方法も試行錯誤しながら取り組んできました。広場活用の際

には、道庁赤れんが庁舎のロケーションを確保するという制約もありながらも利用者にと

って利用しやすい仕組みをつくり、にぎわいをつくるように進めてきました。またイベン

トを実施していない日常の風景も大事することで、札幌ならではの広場文化を創出するこ

とができていると考えています。  

このような「当施設」の位置づけや、重要性に鑑み、指定管理者として施設の効用を発

揮するようなイベント、効果的ＰＲを行うとともに、「公の施設」という性質から、その利

用が営利目的に偏らないような空間を目指し、以下の基本方針を定めます。 

 

 

■基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

① 札幌の歴史・文化を象徴する空間としての価値創造（ブランディング）の推進 

② 道庁赤れんが庁舎の眺望や周辺環境に配慮したデザインの創出 

③ 札幌市北３条広場を起点とした新たなまちづくりシステムの構築 

④ 効率的管理運営の推進 
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 ■事業目標 

 ① 札幌の歴史・文化を象徴する空間としての価値創造（ブランディング）の推進 

  「広場空間活用の目指すべき方向性として掲げられている以下の３つの目標像を広く普

及するとともに、当広場を利用する人にも理解してもらえるように努めます。 

 ○大人の文化を享受できる空間 

   創造的・文化的な活動や洗練された取組等が展開され、さらに滞留空間として優雅に

過ごせる居心地の良い落ち着いた空間を目指し、活用に際しては、日常的には豊かな時

間が過ごせる場の提供を行う他、イベント利用時（アートイベント、音楽イベント、マ

ルシェなど）には質の高い企画となるよう、利用者を誘導していきます。 

 ○札幌の美しさを感じられる空間 

   イチョウ並木に強調される道庁赤れんが庁舎へのビスタが、札幌を象徴する美しい景

観となっていることから、活用に際しては「利用の手引き」を策定し、道庁赤れんが庁

舎の眺望や周辺環境に配慮したイベント等の提案・実施に努めます。 

 ○四季を通じて憩い楽しめる空間 

 四季の変化が明確な札幌の特徴を活かし、都心部に少ないといわれる滞留・休憩空間

を設置し、従来都心に来る機会の少なかった高齢者や障がい者の方々にも季節・時間毎

に姿を変える様々な表情を楽しんでもらえるような、人に優しく、ホスピタリティ溢れ

る空間の創出を目指します。 

 

 ② 道庁赤れんが庁舎の眺望や周辺環境に配慮したデザインの創出 

  ○設置物等のデザインへの配慮 

   「当施設」は、うけつぎの軸のアイストップとなる道庁赤れんが庁舎と、沿道の洗練

されたデザインの新しいビルに囲まれる空間です。そのため、「当施設」の利用にあたっ

て設置するテーブル等の什器もこの場にあったふさわしいデザインとなるように誘導す

る「利用の手引き」を策定していますが、随時更新をし、利用者にとってもわかりやす

いガイドラインづくりをしていきます。 

   

 ③ 札幌市北３条広場を起点とした新たなまちづくりシステムの構築 

  ○エリアマネジメントの推進 

   「当施設」の利用料金収入等により得られた収益は、株主への配当に回さず、新たな

まちづくり活動に還元することで、さらなる魅力発信・にぎわい創出の循環を生み出し、

エリアマネジメントの推進を目指します。 

  ○活発な自主事業・地域活性化活動の実施 

   「当施設」の魅力を利用者にＰＲできるようなイベント、展示はもとより、札幌市や

他自治体とのタイアップイベント、市民活動や啓発活動などに寄与する事業の展開の他、

札幌駅前通地下広場（以下「地下広場」という）と一体となった商業プロモーション、

地域活性化事業など、従来個々の団体で個別に行われてきた地域のまちづくり活動を、
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当社が先導することで、恒常的・発展的な活動にすることを目指します。 

 

 ④ 効率的管理運営の推進 

  ○基本的な考え方 

   創意工夫による効率的・効果的な事業運営を積極的に図るとともに、安定した施設運

営を継続するため、活用増進に伴う利用料金収入の増加や経費の削減に努めます。 

  ○具体的な取組 

   日常業務において無駄をなくし、少ない経費で業務を行うよう常に心がけます。また

札幌市内だけでなく、道内外に向けて効果的なプロモーション等により利用促進を図り、

利用料金収入の増加に努めます。 

 

（２）平等利用の確保に向けた考え方と取組 

  ■基本的な考え方 

   「当施設」は札幌市が設置した「公の施設」であり、札幌市北３条広場条例、同施行

規則等に定められている設置目的や手続等について、統括責任者は、社員がそれを深く

理解し、遵守するよう教育、指導します。 

   また、社員も常に「公の施設」であることを意識し、収益性のみを重視するのではな

く、市民の公平な利用及び管理運営の透明性の確保に注意を払い、業務を遂行し、市民

にとってより身近な親しまれる施設とすることを目指します。 

  ■具体的な取組 

  ・幅広い情報媒体を使ってのプロモーション活動やインターネット、電話等での簡便な

申請手続きを確立することで、利用機会の増進及び均等化を図ります。 

  ・市民の方が利用しやすいよう、社員には各種研修を受講させ、ホスピタリティのある

接客や、素早い事務処理などの能力を身に付けることに努めます。 

  ・利用者の属性や団体の目的などにより、不当な差別的取扱いのないよう社員教育に努

めます。 

  ・記録・モニタリング・報告・評価について適切に対応する等、管理運営の透明性確保

に努めます。 

 

（３）地球温暖化防止対策及び環境配慮の推進に向けた基本的な考え方等 

  ■基本的な考え方 

   これまでの指定管理業務においても、これまで環境に与える影響を十分に考慮し、省

エネルギー及び省資源化の推進による温室効果ガスの排出抑制、その他環境への負荷低

減に努めることにより、環境への配慮に十分留意した管理運営業務を遂行してきました。

「当施設」の管理業務においても、この方針を遵守していきます。 

  ■具体的な取組 

   札幌市環境マネジメントシステムを通じて、業務ごとに以下の環境配慮の推進に係る
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計画に基づき、省エネルギー化の推進、省資源化の推進、環境汚染の防止、環境汚染に

関する取組を行います。また、取組結果について、毎年度事業報告書の提出にあわせて

札幌市に報告します。 

  

【施設・設備の維持管理業務】 

 ・清掃業務において、札幌市の「札幌市公共建築物シックハウス対策指針」の項目に照ら

し合わせて、毒素を含まない洗剤を使用するなど、各業務の遂行にあたり必要となる備

品・消耗品等については、環境に配慮した製品を採用します。 

 ・ごみの分別を促進し、廃棄物の減量化及びリサイクルを推進します。 

 【その他業務】 

 ・業務の IT化を図ることで、業務時間の短縮による省エネルギー及びペーパーレスによる

省資源を目指します。 

 ・日常業務における OA 機器の省エネモード設定及び不使用時の電源断を徹底します。 

 ・事務所の電力など、エネルギーの使用状況を把握し、省エネの推進により、エネルギー

の消費量の削減に努めます。 

 ・費用面を考慮しながらエコ商品のグリーン購入を推進します。 

 ・社員の環境ボランティア活動を支援します。 

 ・地域や自治体が行う環境保全活動に積極的に参加・協力し、地域と共に活動します。 

 ・札幌市の「さっぽろエコメンバー登録制度」を取得したことで、メンバーの一員として

札幌市が推進する環境施策を十分理解しながら、環境配慮への取組や啓発活動を推進し

ます。 

 ・広場の貸出にあたっては、環境美化・省資源に努めるよう、利用者へ促します。 

 ・エコドライブや公共交通機関の利用、輸送・移動方法の工夫により運輸にかかるエネル

ギー削減に努めます。 

 ・環境啓発に関連するイベント・展示等を行うなど、環境啓発活動を推進します。 

 ・社員は、環境マネジメントに関する研修を適宜受講します。 
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２ 統括管理業務の実施内容 

  

（１）管理運営組織の確立 

  

 ア 責任者の配置、組織の整備 

  ■基本方針 

   地元に根付き地域関係者と密に連携しながら業務を行うことを重視した、柔軟かつ機

動的な組織とし、現在以下の体制での運営をしております。 

   管理運営業務の統括責任者を統括マネージャー、統括責任者の職務代理者を経営・企

画グループ長とし、本業務を効率的かつ安定した体制をもって行えるよう、全体の業務

量及び質を考慮し、計画的かつ適切な人員配置となるよう努めます。 

   職務分掌や、決裁に関しては別添の処務規定に定め、業務が滞ることなく円滑に行え

るような組織体制を整備します。また緊急時には、スタッフから各部門責任者・統括責

任者までの連絡体制を整えることで、迅速な対応を行い、緊急対応マニュアルを作成し

ます。なお「地下広場」の管理業務スタッフと情報を常に共有し、地上と地下の連動し

た流れを作って行きます。 

  ■組織図 
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 イ 従事者の確保、配置 

  (ア)職員配置計画(業務毎の要件、雇用・就業形態、人数など) 

   指定管理者として適切な業務運営を実施するために、統括マネージャー1 名を責任者

に、担当職員を 2 名配置した体制とし業務に万全を期します。また、実際の業務を行う

にあたっては、札幌駅前通地下広場との連携を図るため、地下広場の運営スタッフから

も、応援を得られる体制を整えることで、繁忙期や緊急事態に対応し、常に円滑な管理

運営を行えるように努めます。 

 

  ■人員体制 

令和 3 年 4 月１日より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)勤務形態・勤務条件 

  ■勤務時間 

   ・一か月単位の変形労働時間制 

   ・早番：始業 9時～終業 18時、遅番：始業 12時～終業 21時 

   ・1日の所定労働時間：8時間 

   ・休憩 1時間（12時～13時）、（17時～18時） 

  ■休日・休暇 

   ・変形休日制 

   ・1週間に 1日の法定休日＋会社が指定した 1日 

   ・夏季・冬季休日（計６日） 

   ・年次有給休暇（勤務年数により決定） 

   ・その他会社が特に指定した日 

   ※基本的には上記内容ですが、必要に応じ、個別の労働契約で別途定めます。 

  ■その他勤務条件 

   ・各種社会保険・労災保険・雇用保険加入 

   ・福利厚生については、「さぽーとさっぽろ」の活用なども行います。 

 

 

 職員 勤務形態 

 統括マネージャー 週５日勤務、交代制 

営業・管理グ

ループ 

 正社員（２） 週５日勤務、交代制 

 

応援スタッ

フ（地下スタ

ッフ） 

正社員（8） 

パート職員（1） 

週５日勤務、交代制 

週４日勤務 
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  ■ローテーション 

   ２交代制を基本とし、利用者に不便のない体制を整えます。平日の利用申請受付時間

帯（9 時～17 時）には、必ず担当職員が２名出勤している体制とし、必要に応じて、当

社の中で応援人員を配置します。 

 

 ウ 人材育成・研修計画 

  ■基本方針 

   まちづくり活動を担う人材を育てるため、また、公の施設の管理活用を担う組織の社

員としてのホスピタリティ向上、業務スキル向上等のため、以下の研修を行います。な

お、これらの研修は、「地下広場」の業務スタッフと同時に実施することによって、経費

を削減できるように心がけます。なお、コロナ禍であることから、研修は感染リスクに

十分配慮しながら、実施していきます。 

  ■研修計画 

○北３条広場の活用クオリティをあげるための専門性の向上  

    ・先進事例の視察またはオンライン研修（当広場のコンセプトに合致するようなイベ

ント事例を適宜） 

    ・イベントの運営研修への参加（適宜） 

○エリアマネジメントに関する専門性の向上 

    ・先進事例（他地域のエリアマネジメントの事例）の視察 

    （活用クオリティを上げるための専門性の向上を目的とした視察と併せて適宜） 

    ・エリアマネジメントに関する研修への参加（年１〜２回実施） 

○施設・組織運営のための実務能力の向上  

  ・環境マネジメントに関する研修（年１回実施） 

  ・防災訓練の実施及び防災関係研修の受講（年１回実施） 

  ・WEBアクセシビリティに関する研修の受講（年 1回実施） 

  ・外部セミナー・研修への参加（適宜） 

 

 エ 労働関係法令の遵守、雇用環境の維持向上 

  施設の供用時間が午前９時 00 分～午後９時 00 分と長時間に及ぶこと、イベントの開催

や設営・撤去等で不規則な勤務時間や土日祝日勤務の必要があることから、社員において

は変形労働時間制を適用し、業務の遂行に支障のないよう、効率的かつ柔軟な勤務形態と

しております。 

  勤務条件等については、労働基準法及び当社就業規則等を遵守し、社員の適正かつ良好

な労働環境を確保します。札幌市の「ワーク・ライフ・バランス認証企業」を取得したこ

とで、社員それぞれの「仕事」「子育てや介護」「自己研鑽や社会貢献、地域活動への参加」

等、ワーク・ライフ・バランスの充実を今まで以上に図り、業務効率・生産性の向上と職

員の豊かなキャリア形成を目指します。更に育児や介護をしながらでも安心して就業でき
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る環境整備を行うことが重要であるという認識のもと、子育て世代への支援手当の支給や、

法令上は無給でも差し支えない看護休暇の有給休暇化、育児・介護を行っている社員に対

する就業時間の弾力的運用など、様々な施策を実施していきます。 

 

（２）管理水準の維持向上に向けた取組 

 少ない人員体制で効率的な管理運営を実施するため、以下の取組を実施し、運営水準及

びサービスの維持向上を図っていきます。 

① スタッフミーティング 

   2 週に１度、スタッフミーティングを実施し、業務の進捗、問題点の相談、フィード

バックなどについて確認や意見交換を行います。必要に応じて、適宜ミーティングを開

催し、業務の総括的な見直しを図っていきます。 

 ② 引継ぎの徹底 

   業務の情報共有や利用者などからのトラブル防止を目的に、シフト交替時には、業務

の引継を十分に行います。 

 ③ 業務マニュアルの整備 

   業務のプロセスを分析し、業務ごとにマニュアルを整備します。マニュアルの活用に

より、複数の業務を処理できる人材を育成していきます。 

 

（３）第三者に対する委託の方針 

 「当施設」は、北海道を代表する都市である札幌の中心地に位置し、また高い歴史性や

象徴性を有する空間であるとともに、四季を通じて誰もが気軽に立ち寄ることができる「公

の施設」です。したがって、広場の利用者はもちろん、歩行者に対する十分な配慮が求め

られます。 

 そこで、両者に対して、快適かつ魅力ある空間を提供していくため、高水準の技術やサ

ービス・ノウハウを有する事業者に、一部の業務を委託します。なお、委託にあたっては、

以下の方針で、適正さを確保していきます。また委託に際しては、当社の契約規定に基づ

き、金額に応じて契約を進めていきます。 

   

■委託する業務 

  ・清掃業務      ：日興美装工業株式会社（プロポーザルにより決定） 

  ・電気設備保守点検業務  ：株式会社キタデン  （小額随意契約） 

  ・防犯カメラ保守点検業務 ：株式会社北海ビデオ（小額随意契約） 

  ・デッキ清掃・点検業務   ：鹿島道路株式会社  （小額随意契約） 

・除排雪業務     ：積雪期前までに決定。（三者見積） 
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■基本方針 

 ・複数の事業者から見積徴収を行うなどしてコスト削減を積極的に進めます。 

 ・委託事業者への指揮監督は経営・企画グループが担当し、責任者は統括マネージャー

が務めます。契約締結にあたっては、委託事業者側の責任者を明確にし、指揮命令系

統や緊急時の連絡体制及び対応方法を確立するよう求めます。 

 ・業務遂行にあたっては、委託事業者と事前に十分な打合せを行い、定期的な報告書、

完了届の提出を義務付けるとともに、業務が適正になされているかどうか、定期的に

チェックを行います。 

 

（４）札幌市及び関係機関との連絡調整 

管理運営水準及びサービスの維持向上を図るため、札幌市や関係機関との協議の場を設

置するとともに、必要に応じて連絡調整を行っていきます。 

 

 ■札幌市北３条広場運営協議会（以下「運営協議会」という。）の設置 

① 運営協議会の開催 

   「当施設」は、札幌の美しさを感じられる空間であり、空間の質の確保や景観に十分

配慮することが必要です。当施設を活用することによって、地域の価値を維持・向上さ

せる必要があります。 

   そのため札幌市（広場管理者）と当社及びその他関係者で構成する運営協議会を設置

し、３カ月に１回以上、または必要に応じて適宜開催することとします。 

   なお、協議内容によっては、札幌市関係部局（道路管理者等）や北海道警察その他関

係機関に対しても参加を要請します。 

  ② 協議内容 

 ・指定管理業務の報告と管理運営上の問題点や改善事項 

 ・管理運営に係る各種規程、要綱、マニュアルの作成及び改定 

 ・広場の市民サービスや管理運営水準の維持向上に向けた取組など 

 ・その他協議会での協議を必要とするもの 

③ 記録及び周知 

      運営協議会の内容は記録し、要旨を作成して、札幌市に報告します。 

 

 ■関係機関との連絡調整 

「当施設」には、道路空間の一部に設置される公の施設であるとともに、多数のオフィ

スビルが立地する業務地域であることから、管理業務の遂行にあたり、市以外の関係行政

機関及び近隣事業者との連絡調整を円滑かつ的確に行っていきます。 

なお、連絡調整を行った場合は、相手、日時、内容等を確認し、打合せ記録に記録し、

その内容を社内で情報共有します。 
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（５）財務 

 ア 資金管理 

  ■基本方針 

   毎年度、収支計画・予算案を策定し、月毎・四半期毎の予算実績管理により、収支状

況の把握及び適切な資金管理を行います。 

   資金の受入・支出等、資金管理全般に係る事務手続きについては、当社システムを活

用して厳正かつ効率的に行うとともに、その経理状況の点検・確認につきましては、第

三者である税理士による監査を実施し、適切な経理を行います。 

  ■経理の区分方法 

   指定管理業務における収入と、当社が行う自主事業における収支は、明確に区別する

ため、それぞれに預金口座を設け、各種帳簿も区分して管理します。   

   また、複数の自主事業を行う際には、事業ごとの経理を行い、明確に区分できない物

品の購入等においては、総事業費の規模に基づいた按分により、配分を行います。 

 

 イ 資金管理 

  ■基本方針 

   利用料金が高額となることから、原則利用料金の支払いは振込としています。現金の

管理については、当社財務会計規程に基づき、金銭の出納及び保管の責任者を統括マネ

ージャーとし、適切かつ効率的な現金管理を行います。つり銭などで必要な現金を除い

ては、社員が取り扱う現金や社内で保管する現金の量は極力抑えるよう努めます。   

 

（６）苦情対応 

   広場の利用者や通行者などからのご要望や苦情（以下「苦情等」という）は、管理運

営やサービスの水準を高める好機と捉え、迅速かつ適切に対処していきます。 

 ① 処理の流れ 

   苦情等の受付から対応までの、基本的な流れは次の図のとおりです。苦情等の担当部

署は営業・管理グループ、責任者は統括マネージャーとします。 
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 ② 受付方法 

   苦情等の受付方法は、施設に関する利用案内や各種印刷物、ホームページ等にて周知

を徹底します。なお、当社事務所、電話、ＦＡＸなど、あらゆる場所、媒体から、受付

を行います。受付を行った社員は、苦情記録に必要事項を記載し、遅滞なく処理を進め

ます。 

 ③ 情報共有 

   苦情等の内容や対応結果は、スタッフミーティングで報告し、情報共有します。また、

苦情記録による保管・管理のほかに、件数集計や内容分析を行うため、ＥＸＣＥＬ等の

ソフトを用いて、データベース化を行います。 

 ④ 関係機関への報告 

   苦情等の内容及び対応結果は、毎月、札幌市へ報告します。 

   なお、市政に関し、指定管理者の業務に関わりのない苦情等があった場合は、速やか

に札幌市に報告します。 

 ⑤ 札幌市からの調査依頼 

   利用者や市民等からの苦情等が札幌市に対してなされ、市が対応すべきと判断したも

のについては、必要な調査等を行い、適切に対応します。 

 

（７）記録・モニタリング・報告・評価 

 当社は、管理運営の水準及びサービスの維持向上を図るための手段として、記録・モニ

タリング・報告・評価について、誠実かつ適切に対応するとともに、管理運営に関する情

報を適時適切に開示し、信頼性・透明性の確保に努めます。 

 これらの実施にあたっては、札幌市と密接に協議し、管理運営に関する課題や問題点を

早期に発見して、継続的に改善を図る仕組みを構築していきます。 

 

■セルフモニタリング実施内容 

 ① 利用者アンケート 

   広場の利用による総合的な満足度、広場が目指す成果や、課題の解決等の進捗、職

員の接遇等を把握するため、広場利用者に向けたアンケートを実施します。アンケー

トは、広場の利用申請代表者に利用当日に配布し、利用最終日に回収するもしくは後

日の WEB 回答とします。また、これらの【総合満足度、接遇に関する満足度】の目標

値は８割とします。 

 ② 苦情等の整理、分析 

   苦情等については、２（６）のとおり対応します。申出内容に応じて分類し、件数

や内容の分析を行い、その結果を市に報告します。分析結果は、運営協議会にて報告

し、ホームページで周知します。 
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 ③ 各業務のセルフモニタリング 

   各業務の記録の作成を適正かつ確実に行い、その内容について、月に１度、点検を

実施します。 

 ④ 改善の検討及び報告 

   利用者アンケートの調査結果を踏まえ、改善が必要なものについては、スタッフミ

ーティングや全体会議にて対応の検討を行い、速やかに改善するよう努めます。また、

苦情等の分析結果に基づき、苦情等を未然に防ぐための方策についても検討し、その

内容を業務マニュアル等に反映させていきます。 

   なお、検討内容や業務の改善状況等については、運営協議会にて報告します。 
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３ 施設・設備等の維持管理に関する業務の実施内容 

 

（１）維持管理業務計画 

  利用者や通行者などに、安全かつ快適な空間を提供していくため、以下の方針で、維持

管理業務を実施します。 

  ○業務の実施に当たっては、利用者等の安全確保を第一に考え、次の事項に留意して取

り組みます。 

   ・作業時には、利用者に対して十分案内するとともに、施設利用の支障とならないよ

う配慮します。 

   ・関係法令等を遵守するとともに、必要に応じて各種要件を満たす有資格者による作

業の実施を励行します。 

   ・救急や災害発生時の対応について、社内、周辺事業者、委託事業者間等で確認し、

発生時には迅速かつ適切に対処します。 

  ○利用者に対し、業務に関する連絡先を明らかにし、円滑な連絡体制を整えます。 

  ○札幌の代表する広場としてのふさわしい景観を保つため、日々の清掃業務について重

点を置いて取り組みます。 

  ○冬季期間は、通行者や来場者が安全に歩けるように、除排雪を適宜行います。 

  ○適切な保守点検と修繕の実施により、施設・設備の性能維持や耐用年数の長期化を図

ります。 

  ○札幌市の関係部局や委託事業者と連携し、業務の効率化を進め、コスト削減を図って

いきます。 

  ○施設賠償保険（指定管理業務プラン）に加入します。 

 

■清掃業務 

① 日常清掃 

   日常の清掃は、広場のイベント開催等の状況に応じて対応し、清掃のみならず、臭気

等についても異常がないか確認し、安全かつ快適に利用していただける環境を整えると

ともに、近隣事業者にも影響が出ないように心がけます。 

   利用終了後は、原則として、利用者が原状を回復することとなっていますが、次の利

用を速やかに開始できるよう、必要に応じて利用者や催事主催者等と連携し、清掃を行

うこととします。 

   また、利用時間中においても、随時施設内を巡回し、汚れがあれば、迅速に対応する

体制を整えます。 

 ② 定期清掃 

   積雪のない時期（４月〜11月）に、イチョウの落ち葉収集、広場の表層面の洗浄や付

着物の除去を行います。（適宜） 

   雪解け期（３月）は、雪の中に含まれていたゴミ、泥、落ち葉等の収集、広場の表層
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面の洗浄や付着物の除去を行います。（2回/月） 

  ③ 特殊清掃 

   年 1 回、薬剤やポリッシャーを使用し、表層面の洗浄を行います。薬剤については、

前述の１（３）の基準に沿って、環境に配慮し、引火性、中毒性等の危険性がないもの

を使用し、清掃箇所の材質（レンガ等）に適した品質のよい溶剤を使用します。 

   ②と③については、清掃計画を事前に札幌市に提出します。 

  ④ 塵芥処理 

   収集及び回収した塵芥は、廃棄物処理に関する関係法令に基づき、適切な処理を行い

ます。また、収集場所においては、分別を徹底し、衛生的な環境を保つように整備しま

す。「当施設」内には設置できないため、「地下広場」の収集場所に一時仮置することと

します。また経費を削減するため、「地下広場」のごみ回収日と合わせることにします。 

  ■除排雪業務 

   除雪については、12月〜3月までのシーズン契約とし、予報において 10cm以上の降雪

が予測される場合については、除雪活動に入ることとします。排雪については、多雪期

（1〜２月）及び雪解け期（３月）にそれぞれ１回行います。（積雪状況により一部変更

もあります。）    

   排雪は、広場内に一時的に集積し、ダンプトラック等により雪捨場に運搬し、排雪を

行います。多雪期に広場の利用がある場合は、必要に応じて、利用者側で除排雪をしま

す。また、広場内のロードヒーティング設置箇所と未設置箇所との境界部に、雪による

段差が生じないよう、適宜除雪用具を用いて撤去し、段差の解消に努めます。 

   業務実施の際は、広場の利用や歩行者の通行に支障とならないよう、安全に配慮して、

十分注意して行います。機械による作業の場合は、広場の利用者等及び従事者の安全を

確保するため、１名の作業責任者を選任し、業務の監督にあたらせます。 

   除排雪計画を事前に札幌市と相談し、提出します。 

  ■施設・設備の保守点検業務 

  ① 植栽ます 

   植栽ますの周りには憩えるベンチが設置されているため、劣化、損傷がないかを巡回

し点検し、修理及び調整等が必要な場合は、迅速に対応するとともに、遅滞なく札幌市

に報告します。また植栽ますの中の植栽については、整備事業者と連携し、適切な状態

を維持できるよう心がけます。また、ボラードの植栽ますについては、現在の多年草で

は、ボラードの植栽ますの中にゴミが入れられたりタバコの吸い殻が入れられたりする

ため、駅前通側は一年草を、道庁側は多年草に植え替えを行い、ゴミ対策とともにアカ

プラへ新たに彩りを加えたいと思っています。 

  ② 街路灯、電気設備、給排水設備 

   利用者の安全確保を第一に考え、設備の劣化や損傷がないか、巡回して点検し、修理

及び調整が必要な場合は、迅速に対応します。 
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③ 木塊舗装展示物 

   日々の巡回時に目視点検し、泥や靴跡、ガム等の軽微な汚れがあった場合は、日常清

掃の中で適宜清掃を行います。また落書き、破損等を発見した場合をした場合は、現状

を保存するとともに、迅速に所管部署である建設局道路維持課に連絡します。 

  ④ イチョウの管理 

   日々の巡回時に目視点検を行い、樹木に異常がないか確認を行います。特に冬期につ

いては、樹木からの落雪により、利用者や歩行者に危害が及ばないように、雪落としを

行います。 

   また、札幌市中央区土木センターにおいて毎年 5 月下旬から 6 月中旬にかけて 5 日間

程度、広場内で整姿及び枝落としを実施することから、広場利用の調整を図り、作業日

を確保することとします（令和 4年度は、6月上旬に実施予定）。 

  ⑤ 放置自転車・放置バイクへの対応 

   広場の区域は、自転車等放置禁止区域に指定されているため、日常の巡視による注意

指導を行うとともに、広場利用者や歩行者、周辺事業者等に対して十分な注意喚起を清

掃委託業者と連携しながら実施します。また放置自転車等の撤去については、道路管理

者及び広場管理者と連携して対応し、撤去を道路管理者に依頼する場合は、車体番号、

盗難登録番号、メーカーなどを記録し、管轄の警察署へ照会するとともに、広場管理者

へ報告します。 

  ■修繕 

   利用者の安全を確保し、設備の機能を良好に維持するため、破損、故障等が発生した

場合は、速やかに原因を究明し、必要な対応を行います。外部に修繕を委託する場合は、

事前に札幌市に申請するとともに、その修繕結果は、遅滞なく報告します。 

 

（２）防災業務計画 

  火災、震災その他の災害発生時に即対応できるよう、防災・安全管理体制を確立し、災

害時における被害軽減及び人命の安全確保を図るとともに、適切な火災予防措置及びイベ

ント開催時における安全対策を徹底します。 

  また、本施設は道路と一体となった施設であることから、道路管理者の防災計画に準じ、

道路管理者と協力して防災及び災害時の対応にあたります。なお、日頃より社内で作成し

た緊急時対応マニュアルを活用し、非常時に迅速に対応できるように心がけます。 

  ■役割分担・連絡系統 

  ・災害発生時の統括対応部署は営業・管理グループとし、その他部署の社員は、統括

マネージャーの指示に従い、速やかに対応にあたります。災害発見時の通報は、迅速

さを最優先することから、各部署のグループ長を経由することなく、統括マネージャ

ーに集約します。 

  ・勤務時間外等の対応については、周辺ビルと協力し、統括マネージャーもしくは営

業・管理グループ長の緊急連絡先に連絡を行い、必要に応じて統括マネージャーから
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担当者に指示をします。 

 ■防災訓練の実施 

  ・札幌駅前通地区防災協議会や地権者等と協力し、防災訓練を定期的に行い、利用者

や社員の安全確保に努めます。また地下から地上への避難訓練も同時に行います。（年

1回） 

 ■急病への対応方法 

  ・イベント開催等にあたり、来場者の急病発生・事故等が起こった際には、現場係員

により経営・企画グループ部へ第一報を入れるとともに必要に応じて救急車の手配及

び誘導を適切に行います。 

  ・地下歩行空間及び広場周辺ビルと連携し、社員全員が、心房細動を起こした来場者

に対して迅速かつ適切に対応します。（AED（自動体外式除細動器）の活用）  

 ■その他 

  ・災害等が発生した場合、「当施設」は札幌駅・大通駅周辺地区都市再生安全確保計画

において、一時退避場所として位置づけられていることから、営業時間内・時間外に

関わらず一時退避場所として受け入れできる体制を整えます。開設にあたっては、札

幌市と連携して実施いたします。 

  ・所管する警察署及び消防署や、近隣の医療機関との情報交換を密にし、関係機関と

連携を図りながら防災・安全管理業務を遂行します。 
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４ 事業の計画及び実施に関する業務の実施内容 

 

（１）周辺施設・事業者と連携した札幌の魅力・活力向上に関する業務実施計画 

 「当施設」の周辺施設や事業者と連携し、都心部の賑わい創出を図ります。 

  ・道内の魅力を「当施設」から道内外へ発信していきます。その際は、周辺店舗と連携

し、食のイベント等の開催も検討します。 

  ・周辺の企業や事業者と連携して、公益的かつ楽しさあふれるイベントを実施し、都心

の魅力発信とにぎわいを創出します。（これまでの実績：さっぽろ八月祭） 

  ・冬季期間においては、外部の事業者と連携し、「当施設」の冬の魅力を発信します。 

 

（２）イチョウ並木及び木塊舗装等の歴史的資産の活用に関する業務実施計画 

   イチョウ並木及び木塊舗装等は、日本土木学会の土木遺産に認定されており、これら

の歴史的資産を広く広報する必要があります。これらについては、活用パンフレットや

インターネット上で積極的に情報発信するとともに、「地下広場」など周辺施設等と連携

したパネル展等を実施します。またうけつぎの軸の意識化及び都心部の回遊性向上を図

ります。 

   イチョウ並木が映えるような光の演出を行い、光・音楽がコラボした文化的イベント

も実施し、「当施設」とその周辺環境に興味を引きつけるような展開にします。 

  （これまでの実績：アカプライルミネーション） 

 

（３）札幌駅前通地下広場と連携した地上・地下の回遊性向上に関する計画 

   地下広場との連携活用等により、地上・地下の回遊性向上を目指します。地下広場と

連動して利用したい利用者からの要望については、事前相談を受け付けることとし、地

下広場の運営スタッフと情報交換を密に行います。 

   また、沿道地権者等と連携したイベントを実施することにより、地下広場と「当施設」

の賑わい創出をするとともに、札幌駅前通地区の地域価値の維持・向上に取り組んでま

いります。 

  ・「当施設」を中心として、駅前通、地下広場などを使った複合的アートプロジェクトを

展開します。（これまでの実績：サッポロフラワーカーペット） 
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５ 施設の利用等に関する業務 

 

（１）広場等貸出計画 

   

  ■基本方針 

   札幌市北３条広場条例、同条例施行規則、同条例施行規則取扱要綱等に基づき、利用

申込の受付、利用の承認、利用料金の徴収等の業務を適切に行います。 

   利用申込の受付・利用の承認は、平等利用の確保を念頭に置き、申込内容を十分審査

した上で承認・不承認を決定します。利用の承認に際しては、利用料金の徴収を誠実か

つ確実に行い、収受した利用料金は当社財務会計規程等により厳正に管理します。 

  ■貸出業務実施要領 

  ①基本的事項 

   ○ 基本使用時間…午前９時～午後９時 

   ○ 利用受付時間…午前９時～午後５時（土・日・祝、年末年始を除く） 

   ○ 利用料金 

   条例料金を基本に、要綱に準じ、使用の形態・団体内容によって減額又は免除を行い

ます。また、長期利用等の申し出があった場合には、その都度柔軟な対応を検討する予

定です。 

   指定期間内においても、利用者の要望や情勢の変化等に応じて、より利用しやすい料

金体系を積極的に提案していきます。 

  ②申し込み方法 

   事務所窓口による直接申し込み、郵送・電話・ホームページでの仮予約など、幅広い

窓口を設け、市民の利用しやすい申込方法とします。 

  ③ 撮影の対応 

   撮影については、市民利用等に特段の支障が無い限り、積極的に受け入れることとし

ます。また撮影対応担当者を配置し、撮影の申込みの受付、撮影の承認又は不承認の決

定に係る事務や、撮影についても立ち会います。また、短時間の撮影に関しては、基準

を定め別途料金を定めることとします。 

 

（２）利用促進計画 

 

  ■基本方針 

   「当施設」は、「道路」という枠を大きく超えたにぎわいを創出するための『広場』と

しての機能を備え、さらには、北海道の中心都市である札幌を訪れる人々を迎え入れる

玄関口であります。また、「うけつぎの軸」の基点という位置付けからも、域内外に向け

て札幌・北海道を広くアピールする役割を担っています。 

   これらのことから、当空間は「世界都市さっぽろ」をアピールする場としての空間演
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出や、札幌の「顔」に相応しい高質な空間であることが求められています。札幌市は広

場設置の意義を“にぎわい創出活動による都心部への人の呼び込み”“来街時の滞留拠点

の確立による新たな導線の創出”“歴史性・象徴性を有しメインスリートに接するという

位置特性・注目度による空間活用効果の波及” による『都心全体の魅力・活力・地域価

値の向上』とし、さらに、「大人の文化を享受できる空間」「札幌の美しさを感じられる

空間」「四季を通じて憩い楽しめる空間」の 3項目を空間活用の目標像として捉えていま

す。 

   そこで、当社としては、これらの広場の設置目的や活用の目標像の実現に向け、以下

の４つを活用コンセプトとして定め、利用の促進を図ります。 

 

 ① 都心の回遊性を高め歩いて楽しい広場となるようにする 

   全天候型の広場として著しい活用が図られている「地下広場」や「当施設」に接する

親和性の高い民間施設と連携して、来街・集客・にぎわいの創出に効果が高いイベント

や商業プロモーション、文化の創造につなげるアートイベントなどの各種取組を行なう

とともに、イベントが行われていない日常時は、観光客や市民が都心を歩く際の憩いの

場となるような空間づくりに努めます。 

  ・都心来街者を誘引する取組（イベント）の場として活用 

   これまでの利用実績： 

    アカプライルミネーション、オータムスイーツガーデン、民間企業による商業プロ

モーションなど 

  ・周辺民間施設と連動したにぎわい創出の場として活用 

   これまでの利用実績：サッポロフラワーカーペットなど 

  ・日常時の落ち着いた、居心地のいい休息の場の提供 

   これまでの利用実績：アカプラテイクアウト～みんなのテラス席プロジェクト～ 

 

 ② 文化・芸術との出会いの場として文化の香りのする広場とする 

   芸術文化の担い手は一人ひとりの市民であることから、多様な人が集まる都心を発信

拠点として作品の発表・アピールの場と位置付けることで、多くの市民が文化に触れる

機会を創出することに努めます。また、クリエーターや芸術家、表現者等の育成等が期

待されることから、これを推進することで、魅力ある国際文化都市、「創造都市さっぽろ」

の実現につなげます。 

  ・市民や企業による創造活動の情報発信（発表）の場として活用 

  ・市民や企業による創造活動の育成（チャレンジ）の場として活用 

  ・文化、芸術関連施策の情報発信の場として活用 

   これまでの利用実績：PMFやサッポロ・シティ・ジャズなどの PR・コンサートなど 

  ・札幌らしさ、先進性、独自性、地域性のある高質な映像作品やアート作品の発信及び

札幌市による「創造都市さっぽろ」関連施策の情報発信の場として活用 
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   これまでの利用実績：さっぽろユキテラスなど 

 

 ③ 市民の公共・公益活動の場として協働のまちづくりを支える広場とする 

   広場空間をまちづくりのツールとして利用することは、国際的にも“まちの熟成度が

高い”と評価されます。行政機関・NPO 等の市民団体等が主体的に取り組む公共・公益

的な事業への協力および全国的・世界的な公益活動支援に協力し、市民協働によるまち

づくりの推進を図ります。 

  ・市民による公益的活動の情報発信（発表）の場として活用 

   例：NPOの活動紹介、NPOの活動のための収益事業など 

  ・全国、全世界における公益的活動との連携の場として活用 

   例：フェアトレードイベントなど 

 

 ④ 札幌・北海道の魅力を発信する広場とする 

   札幌市民はもとより、観光客等多種多様な人が訪れる「当施設」において、札幌や北

海道の魅力を伝えるイベントを実施することは、札幌市のみならず他都市・地域の観光

振興や集客交流の活発化にもつながると期待されることから、当該魅力発信に努めます。

また、駅前通全体を利用したイベントなどでは、センター（情報発信）機能を持つ空間

としての活用を図ります。 

  ・札幌の観光資源を情報発信する場として活用 

   例：札幌市全域の観光資源、観光情報を発信するイベント 

  ・北海道の観光資源の情報発信の場として活用 

   例：北海道内全域の観光資源、観光情報を発信するイベントなど 

 

  ■利用促進の実施要領 

   活用コンセプトに基づく利用を促進し、「当施設」の利用者がにぎわいや景観を創り出

していることを理解してもらい、誰もが気持ちよく利用できる魅力的な空間づくりに協

力してもらえるようにするために、パンフレットの作成、ホームページでの分かりやす

い情報発信を行うなど、次の取組を行います。 

  ① 札幌駅前通まちづくり株式会社連携協力体制の確立 

   地上と地下一体となった「にぎわいの創出」を考え、地域の魅力や資産価値の維持向

上に配慮し、沿道関係者に対する一定の調整を行いながら、かつ札幌市全体として望ま

しい広場運営を行えるよう、既存の「札幌駅前通地区活性化委員会」と連携し、近隣事

業者を含めた多くの人と意見交換を行いながら適切な運営に努めます。 

  ② 利用促進パンフレットの作成 

  ・活用コンセプト、活用空間の概要、活用条件、利用料金、利用申込方法、問い合わせ

先等をわかりやすく記載した利用促進パンフレットを作成しています。 

  ・パンフレットは、利用促進ホームページ上でも読めるようにします。 
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  ③ 利用促進ホームページの更新 

  ・「当施設」の概要紹介と、活用コンセプト、活用空間の概要、活用条件、活用料金、貸

し出し備品、活用申し込み方法、問い合わせ先等をわかりやすく記載したホームページ

を作成しています。供用開始以来、800,000回以上の閲覧回数となっています。 

  ・ホームページでは、モデルとなる活用事例を随時紹介していきます。 

  ・ホームページ運用にあたっては、札幌市公式ホームページガイドラインを参考に運用

していきます 

  ・ウェブアクセシビリティについては、JISX8341-3:2016の適合レベル AAに準拠を達成

するために努力してまいります。 

  ｱ）新規ページ作成・ページ修正時におけるアクセシビリティ確保の方策 

    年齢や障がいの有無を問わず、誰にとっても分かりやすく利用しやすいホームペー

ジの実現」を目指し、ホームページのアクセシビリティの維持・向上に努めます。 

   ●適用除外するページ： 

    ・Facebook、はてなブックマーク、Google＋、twitter等の SNSボタンや googleマッ

プを含む外部サービスから提供されるコンテンツ 

     ・PDFファイル 

  可能な限り達成基準に配慮して作成いたしますが、現状ではすべての PDF ファイル

へのウェブアクセシビリティへの対応は、情報量および技術的な観点から困難なため、

対象範囲に含めません。 

 ・地図を提供しているページ 

     ・動画を掲載するページ 

     ・リンク先のページ 

  ｲ）試験実施予定時期及び方法 

   原則年１回実施し、最新の JIS X 8341-3に基づく試験により確認し、結果をホームペ

ージで公開します。  

  ｳ）アクセシビリティ維持・向上の取組： 

   利用者からの問い合わせフォームなどからも意見を受け付けるものとし、日々向上に

取り組んでまいります。 

  ｴ）ウェブアクセシビリティの問題が発生した場合における対応方法等 

   技術的にどうしてもアクセシビリティを満たせない場合、代替の情報入手手段を提示

するとともに、問い合わせフォームもしくは電話等にて問合せ方法を提示します。 

  ④ その他 

   新型コロナウイルス感染症対策として、利用者に向けても感染防止対策の徹底をお願

いし、利用場所はソーシャルディスタンスを確保するよう設定しています。また、クラ

イアントは本州企業が多いため、今後の感染者が増加した場合にはイベントの開催が中

止になることが考えられます。その場合には、キッチンカー等の日常利用を増やしてい

きたいと考えております。 
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６ 札幌市内の企業等の活用について 

 

  ■基本方針 

   当施設は、札幌の都心において、市民等に多様な活動や休憩・滞留できる場を提供し、

都心全体のにぎわいを創出することにより、集客交流の活性化と独自の都市文化の創造

を促進し、札幌の魅力と活力を高めるとともに、より豊かな市民生活を実現することを

目的としており、当社の役割と一致しております。この目的の達成に向け、以下の方針

により、市内の企業、関係団体と連携していきます。 

  ① 委託業者の選定 

   ２（３）のとおり、委託先の選定にあたっては、市内企業、環境配慮促進企業、障が

い者雇用促進企業を重視します。 

  ② 物品・サービスの購入 

   物品やサービスの購入についても、特殊なものを除き、市内企業に発注いたします。

また、環境負荷低減に取り組む市内の事業者やグリーン購入制度、障がい者の雇用の促

進と安定を図るため、障がい者雇用促進企業や障害福祉サービス事業所等を積極的に活

用します。 

７ 自主事業の実施について 

   

 ■基本方針 

  当社は駅前通地区のにぎわい創出、魅力発信、地域価値の維持・向上を目的とした会社

であり、当施設を活用しての自主事業は非常に重要と考えております。 

  自主事業においては、収益を上げることを第一に考えず、如何に多様なにぎわいを創出

し、様々な市民の方々に楽しんでいただき、当施設全体、ひいては駅前通地区全体が活性

化するかを主眼におきながら、展開していきたいと考えております。また駅前通地区の地

上と地下一体となったまちづくりを進めることが当社の目的です。地上と地下一体となっ

た企画を実施することで、地上と地下の回遊性を生み出し、にぎわいを創出することによ

って、地区のポテンシャルをあげていきたいと考えています。 

個々の事業については、実施の都度計画を提出いたします。なお自主事業に係る経費は、

エリアマネジメント広告による広告費や札幌駅前通沿道企業等からの協賛金を充てること

とします。 

 ■自主事業の内容（通年） 

  ①ロケーション撮影事業 

  ・「当施設」は、札幌のメインストリートである札幌駅前通と歴史的観光資源である北海道

庁赤れんが庁舎の間に位置しており、札幌で初めて舗装道路が整備された歴史的価値の

高い場所です。広場での商業利用撮影の希望は多いものの、短時間での撮影であること

から、広場の利用料金を払えないパターンも多くみられます。そのため、こうした商業
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用利用の撮影については料金を設定し、利用者の利便性を向上することを目的に当事業

を実施していきます。こうした撮影を受け入れることで、広場の魅力を発信することに

もつながると考えています。（別紙参照） 

  想定利用回数：9回 

  売上    ：3,300 円×2回＝6,600円（税込） 

16,500 円×7回＝115,500円（税込） 

   

 ②利用者の利便性向上事業（電源設備整備） 

 ・「当施設」には、札幌市で整備したイベント盤（開閉器盤）があり、イベント時に使用し

ています。当広場は、今後多種多様なイベントが入ることが想定されることから、イベ

ント業者の利便性を高める上で、電源設備を設置し、利用者から電源設備利用料を徴収

します。（別紙参照） 

    想定利用日数：51日 

  売上    ：電源設備利用料  13.200円×51回＝673,200円（税込） 

  費用 ：年間保守金額   418,000円（税込） 

    電気代（北海道電力） 100,000円（税込） 

 

 ③広場における撮影事業 

 ・広場は、札幌のメインストリートである札幌駅前通と歴史的観光資源である北海道庁赤

れんが庁舎の間に位置しており、札幌で初めて舗装道路が整備された歴史的価値の高い

場所です。この魅力ある場所を日々発信するため、協力いただく北海道放送株式会社に

撮影場所を提供します。 

 

 ④チャリティーイベント等支援事業 

 ・東日本大震災などによる被災地の復興支援を目的として、当施設を使用し、開催される

公共団体及び民間のチャリティーイベント、募金活動等を関係団体と協力して実施する

ものです。また法律で定められた募金活動についても関係団体と協力して実施します。

（承認基準については別紙参照） 

  

⑤『Sapporo City Wi-Fi』運用事業 

・モバイル端末によるインターネット利用が増加しており、無線 LAN環境の整備の需要が高

まっており、とりわけ、手軽かつ安価にインターネットに接続する手段を持たない海外か

らの来訪者からの無料の公衆無線 LANの整備に対する期待があります。当施設においても

札幌市で実施している「Sapporo City Wi-Fi」（以下、当 Wi-Fi）を導入し運営してまいり

ます。 

   実施期間：通年 

   利用料金：無料 
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   費用  ：385,704 円（税込） 

   運営委託：NTT東日本 

 

⑥『アカプラテイクアウト～みんなのテラス席プロジェクト～』事業 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、テイクアウト食品の販売を希望する事業者

と駅前通地区のオフィスワーカー等の来街者をつなぐため、アカプラをテイクアウト食品

の販売スペースとして活用していきます。広場の新たな日常利用の方法を探るため、販売

スペースの一画を利用した音楽演奏やパフォーマンス、映画上映などのイベントも実施し

ます。（利用規約は別紙参照） 

実施期間：5月～10月 

通常時利用料金：1日 1区画 2,200円（税込） ※最大 5台まで 

イベント時利用料金：1日 1区画 4,400円（税込） ※最大 3台まで 

想定売上：462,000 円（通常利用 48日×稼働 80％＋イベント 3日×稼働 100％） 

 

⑦『PARALLEL SAPPORO KITA3JO』事業 

・2021年 4月に、大日本印刷株式会社の開発により、札幌市北３条広場の XR 空間を作成し、

距離や時間・環境の制約なく安全に往来できる公共空間を構築しました。今後は、リアル

空間とバーチャル空間を連携させたイベントの開催をはじめとした空間活用に取り組み、

新たなエリアの価値創造、新たなエリアマネジメントの実現につなげていきたいと考えて

います。 

実施期間：通年 

利用料金：無料 

主催  ：札幌駅前通まちづくり株式会社、大日本印刷株式会社 

 

 

 ■収支計画 

ロケーション撮影事業 

収入（千円） 支出（千円） 

写真撮影 

動画撮影 

  6 

116 

通信費 10 

計 122 計 10 

収支 112 

 

利用者の利便性向上事業(電源設備整備) 

収入（千円） 支出（千円） 

電源設備利用料 

 

673 電気使用料（基本料） 

電気使用料（実費） 

100 

300 
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減価償却費  70 

計 673 計 471 

収支 202 

 

『Sapporo City Wi-Fi』運用事業 

収入（千円） 支出（千円） 

エリアマネジメント

広告費（別事業より） 

386 委託費 386 

計 386 計 386 

収支 0 

 

８ 収支計画 

 

■基本方針 

 １（１）で述べたとおり、「当施設」は、全国的にも例を見ない新しい取組として注目され

る施設です。こうした面から、当指定管理業務においても、公益的な観点からの活用と、収

支面においても赤字を計上することなく安定的な経営を行うことが重要となります。 

これらのことを踏まえ、自主事業を展開する際にも、収益のみを考えるのではなく、この

施設が持つ“歴史性”“景観”“都心の育み”等を鑑み、都心の賑わい、市民の憩いや回遊性

につながる機会を提供し、来街者・利用者の満足度を向上させることを主眼とした以下の取

組を推進いたします。 

 

■具体的取組 

○ 空間の質の向上と利用料金収入向上の両立 

・「当施設」は、先に述べたように札幌の都心、道庁の赤レンガの前面に位置するという他

に類を見ない高い立地条件を有していることから、これまで「地下広場」で培ったクリ

エーターや芸術家、NPO 等市民活動団体とのネットワークを活かし、都心にふさわしい

活用を検討し、公益性と収益両面が活かされた取組の実施に努めます。 

 ・しかし一方、当該施設は赤レンガの眺望や周辺建物との調和を求められるなど景観に留

意する必要があることから、活用に際しては、空間の質の向上に力を注ぐ考えです。 

○ 人件費や人員の過剰な削減に頼ることのないコストの縮減 

・過去の利用者アンケートによる満足度調査では、8 割の利用者から利用に対する満足度

は高いという回答を得られました。今後も引き続き利用者アンケートなどにより、施設

の利用状況や運営に対する要望を把握することで、顧客対応の改善や苦情などの未然防

止、業務運営の効率化を図り、コスト縮減を目指します。 
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■令和 4年度の収支計画 

  別紙収支計画書のとおり 

 

９ その他 

 民間による公共空間の整備というこれまでに例の少ない公の施設を、幅広い世代にアピー

ルし、魅力ある空間を創出していくため、また札幌都心部のまちづくりにつなげていくため

に下記の取組を実施します。 

 

①教育機関との連携 

 札幌圏の大学に通う学生のインターンシップや、小中高校の社会体験学習を積極的に受け

入れ、業務について実体験していただきます。この経験を基に、まちづくりに対する意識や

関心を高めてもらい、未来の札幌を担う人材の育成に貢献していきます。 

②地域との連携 

 地域のニーズ・要望を管理運営に反映させるとともに、地域とのつながりを深めていくた

め、地元町内会やまちづくり団体との交流を重視していきます。また、広場にて開催する地

域主体の各種イベントにも、積極的に協力していきます。 

③運営・評価方法 

 「当施設」は、広場空間活用の目標像が３点あり、その目標像は広く周知する必要があり

ます。 

 ・大人の文化を享受できる空間 

 ・札幌の美しさを感じられる空間 

 ・四季を通じて憩い楽しめる空間 

 これらの目標像や当社で設定した「基本方針」や「活用コンセプト」を広場利用者に周知

し利用にご協力いただくために、きめ細かな事前相談の実施や、周知させるための「利用の

手引き」を作成していきます。 

 広場利用に向けての協議・調整は、我々も利用者とともにイベントをつくりあげていくこ

とモットーに、丁寧に実施していきます。具体的な内容を確認するため、イベント実施概要・

レイアウトの他、予め定める広場の利用基準に合致しているかを確認するチェックシートの

提出を引き続き継続していきたいと考えています。 

 広場の設置目的と合致しているイベントについては積極的に応援し、協議・調整が必要と

なるようなイベントについては、目標像に近づけるように誘導していきます。またイベント

終了後も主催者側と事後評価を行い、次につながるような活用を目指します。 
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 ■広場利用にあたっての協議・調整フロー 

     

 

使用承認申請書の提出 

実施概要・レイアウト・チェックシートの作成・提出 

基準に基づく審査（指定管理者） 

A 審査基準に合致するｲﾍﾞﾝﾄ B 協議を要するｲﾍﾞﾝﾄ 

イベントの実施 

協議・調整 

チェックシートの再提出 

事後評価（利用者／指定管理者） 

イベント実施に向けた相談・調整 

イベント実施に向けた事前相談 



法人・団体名　　札幌駅前通まちづくり株式会社

管理費 事業費 小計
賑わい創出

事業
小計

指定管理費 5,690

利用料金収入 9,404

その他収入 1,257 1,257 1,257

収入計 1,257 1,257 16,352

人件費 11,950 0 11,950 2,228 2,228 14,178

旅費交通費 314 0 314 60 60 374

通信費 204 0 204 39 39 243

地代家賃 2,177 0 2,177 415 415 2,592

リース料 68 0 68 13 13 80

水道光熱費 157 605 763 180 180 942

消耗品費 283 0 283 54 54 337

租税公課 1,288 0 1,288 245 245 1,533

事務用品費 157 0 157 30 30 187

広告宣伝費 79 0 79 15 15 94

支払手数料 267 0 267 51 51 318

新聞図書費 39 0 39 7 7 47

委託費・外注費 0 6,463 6,463 1,141 1,141 7,604

修繕・保険 94 360 454 18 18 472

支払負担金 0 0 0 0 0 0

備品購入・レンタル等 0 0 0 0 0 0

貸倒引当金繰入額 0 0 0 0 0 0

雑費 16 0 16 3 3 19

減価償却費 55 319 374 72 72 446

その他 55 0 55 10 10 65

支出計 17,202 7,747 24,950 4,581 4,581 29,531

収支 -9,856 -3,323 -13,179

利益還元 0 0

法人税等 0 0 0

当期純利益 -9,856 -3,323 -13,179

札幌市北３条広場 管理に係る収支計画書（令和4年度）

科目

指定管理業務 自主事業
計

15,094

支

出

利

益

等

収

入

5,690

9,404

0
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